
慶
徳
如
松
・
麗
女
夫
婦
と
丹
羽
家

（一

j

倉

本

昭

は
じ
め
に
 
 
本
稿
の
目
的

 
大
名
家
の
家
譜
を
調
査
す
る
時
に
は
、
ま
ず
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
や
『
藩

翰
譜
』
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
と
い
っ
た
資
料
に
拠
る
の
が
常
套
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
詳
し
い
家
伝
が
必
要
と
な
る
と
、
個
々
の
家
に
伝
わ
る
古
系
図
や
古
文

書
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
各
自
治
体
が
編
纂
し
た
郷
土

史
や
地
方
誌
の
類
も
充
実
し
て
い
る
か
ら
、
現
地
で
資
料
を
博
捜
し
な
く
と
も
、

大
名
一
族
の
系
譜
や
事
跡
が
わ
か
る
こ
と
が
多
い
。
以
上
の
よ
う
な
資
料
に
関

し
て
は
一
応
の
信
頼
が
置
け
、
学
術
論
文
に
引
用
し
て
も
大
き
ト
な
問
題
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
我
々
は
】
方
で
、
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
、
い
わ

ゆ
る
贋
系
図
作
り
の
存
在
も
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
沢
田
源
内
の
活
動
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

い
て
は
、
『
江
戸
の
禁
書
』
に
言
及
し
て
あ
る
通
り
で
あ
る
。
源
内
が
作
成
し

た
と
い
う
大
系
図
は
広
く
普
及
し
て
い
た
し
、
近
世
の
考
証
に
使
わ
れ
る
こ
と

の
あ
る
武
鑑
に
し
て
も
、
デ
ー
タ
に
絶
対
的
信
頼
の
齢
け
な
い
こ
と
は
、
常
識

で
あ
る
。
と
か
く
民
間
に
流
布
し
た
系
譜
は
錯
誤
や
疑
問
点
が
多
い
。
と
は
い

え
、
幕
府
編
纂
諸
家
系
譜
や
大
名
家
の
家
譜
に
し
た
と
こ
．
ろ
で
、
そ
れ
ら
が
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
編
纂
さ
れ
た
か
、
考
究
さ
れ
る
機
会
は

少
な
い
。
ち
な
み
に
『
藩
翰
譜
』
に
関
し
て
は
、
『
藩
翰
譜
始
末
』
『
藩
翰
譜
続

編
井
諸
家
系
図
御
用
取
扱
申
付
写
』
な
る
も
の
が
残
り
、
『
新
井
白
石
全
集
』

 
 
 
 
 
 

第
二
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
『
寛
政
重
修
竹
家
譜
』
編
纂
に
つ
い
て
は
、
松

平
定
信
の
『
垂
下
人
言
』
、
静
嘉
堂
文
庫
に
収
め
る
『
屋
代
弘
賢
雑
著
』
の
中

の
『
ゆ
き
の
光
』
『
か
な
さ
い
も
ん
』
と
い
っ
た
資
料
が
、
そ
の
経
緯
を
伝
え

 
 
 
こ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
い
つ
幕
閣
よ
り
大
名
家
に
系
図
、
家
譜
差
出

し
の
命
令
が
下
っ
た
か
、
そ
し
て
、
収
集
さ
れ
た
資
料
を
何
び
と
が
整
理
、
考

証
し
て
い
っ
た
か
と
い
っ
た
事
情
を
記
す
。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
諸
家
の

系
譜
を
最
終
的
に
ま
と
め
た
側
の
記
録
で
あ
る
℃
一
体
、
幕
府
編
纂
諸
家
系
譜

の
原
資
料
を
提
出
し
た
大
名
家
側
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
資
料
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
家
譜
作
成
に
当
た
っ
た
人
物
1
た
と
え
ば
譜
代
家
老
や

藩
に
仕
え
る
学
者
一
が
つ
け
た
日
記
。
こ
れ
が
存
在
し
た
ら
作
成
の
経
緯
が
記

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
大
名
家
に
伝
わ
る
古
文
書
、
古
系
図
か
ら

家
譜
編
纂
の
過
程
を
跡
付
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
家
譜
作
成
の
経
緯
そ
の
も

の
を
詳
述
し
た
資
料
は
さ
す
が
に
少
な
い
だ
ろ
う
が
、
先
の
よ
う
な
資
料
を
駆

使
し
て
家
譜
作
成
の
経
緯
を
た
ど
る
試
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
。
そ
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れ
に
は
適
当
な
資
料
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
第
一
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
家
譜
の
信
愚
性
に
疑
問
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
を
杞
憂
し
て
、
か
よ
う

な
試
み
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
以
下
の
よ
う
な

考
え
1
家
譜
は
内
容
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
誤
り
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、

そ
の
つ
ど
別
資
料
に
照
ら
し
て
正
せ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
家
譜
が
で
き
た
経
緯

な
ど
は
問
題
に
す
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
考
え
一
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
家
譜
は
、
お
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
拠
り
所
と
し

て
、
武
家
社
会
に
お
い
て
絶
対
的
重
要
性
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
ら
が
何
如
に
し
て
作
成
さ
れ
た
か
を
究
明
す
る
の
は
、
決
し
て
無
駄
な
こ

と
で
は
あ
る
ま
い
。

 
筆
者
は
伊
勢
の
女
流
学
者
・
荒
木
田
麗
女
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、

彼
女
の
伝
記
を
調
査
す
る
過
程
で
、
前
記
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
の
で
き
る
資

料
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
今
回
は
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
が
最
大
の
目

的
で
あ
っ
て
、
本
稿
が
端
女
伝
に
資
す
る
程
度
は
低
い
。
な
ぜ
な
ら
本
稿
が
取

り
上
げ
る
の
は
彼
女
の
矢
の
事
跡
な
の
で
あ
る
。
こ
の
慶
徳
如
松
と
い
う
人
物

は
、
神
職
の
笠
井
家
か
ら
入
っ
て
伊
勢
八
日
市
場
の
師
職
・
慶
徳
藤
太
夫
家
を

継
い
だ
。
名
を
家
雅
、
号
を
如
松
、
ま
た
ぱ
陶
斎
と
い
う
。
本
稿
で
は
如
松
の

号
で
通
用
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
彼
・
如
松
は
寛
政
三
年
八
月
二
十
一
日
、
六

十
八
歳
で
没
し
た
。
し
か
し
文
学
史
上
で
も
日
本
史
上
で
も
無
名
に
近
い
人
物

で
あ
り
、
当
然
目
立
っ
た
業
績
も
な
い
。
本
稿
に
は
、
こ
の
人
物
の
隠
れ
た
業

績
を
挙
げ
、
そ
の
名
を
高
か
ら
し
め
よ
う
と
い
う
目
論
見
は
な
い
。
彼
が
残
し

た
記
録
か
ら
、
一
大
名
家
の
家
譜
作
成
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
過
程
か
ら
、
近
世
の
伊
勢
御
師
の
活
動
の
う
ち
、
従
来
あ
ま
り
触

れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
学
業
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
学
術
的
な
目
的
の
ほ
か
、
本
稿
か
ら
く
み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
、

家
と
家
と
の
数
奇
な
結
び
付
き
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
慶
徳
家
と
丹
羽
家

と
の
間
に
は
、
や
や
小
説
め
い
た
因
縁
が
存
在
す
る
。
し
か
し
私
は
通
俗
的
な

視
点
か
ら
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
意
図
は
な
い
。
逆
に
両
家
の
間
に
伝

わ
る
言
い
伝
え
の
信
愚
性
を
他
の
歴
史
資
料
と
対
照
さ
せ
て
検
証
し
た
り
も
し

な
い
。
ま
た
如
松
が
考
証
に
使
用
し
た
資
料
の
性
格
を
云
々
し
て
、
彼
の
ア
マ

チ
ュ
ア
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
は
い
な
い
。
重
要
な
の
は
、

両
家
が
古
来
か
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
密
接
な
関
係
を
続
け
、
そ
の
延
長
上
に
師

職
・
慶
徳
家
に
よ
る
系
譜
作
成
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
確
認
で
あ
る
。

 
以
上
、
最
初
に
本
稿
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。
．

1

丹
羽
家
と
慶
徳
家
と
の
関
係
の
は
じ
ま
り

 
慶
徳
如
松
の
残
し
た
文
書
に
『
申
伝
黒
金
』
『
天
明
虚
弱
辰
冬
丹
羽
様
御
丸

図
書
継
候
覚
書
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
前
者
を
『
申
伝
』
、
後
者
を
『
書

継
』
と
略
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

 
ま
ず
『
申
伝
』
に
は
草
稿
本
と
清
書
本
が
存
在
す
る
。
前
者
は
故
 
岩
出
斎

三
郎
氏
蔵
、
二
四
×
一
五
・
八
、
墨
付
き
一
三
丁
、
仮
綴
じ
の
冊
子
で
あ
る
。

後
者
は
『
書
信
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
こ
れ
ら
は
、
慶
徳
家
に
代
々

伝
わ
る
丹
羽
家
と
の
深
い
因
縁
に
関
す
る
話
と
、
丹
羽
家
先
祖
た
ち
の
武
勲
と

を
、
如
松
が
年
老
い
た
手
代
に
聞
か
さ
れ
る
ま
ま
に
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
手
代
と
は
師
職
家
に
使
え
る
奉
公
人
を
指
す
。
彼
ら
は
主

人
に
代
わ
う
て
各
地
の
檀
家
を
廻
り
、
勘
定
金
を
集
め
て
《
る
者
で
あ
っ
た
。

 
一
方
『
書
継
』
は
故
 
安
井
章
吾
氏
蔵
で
、
二
一
二
・
四
×
一
六
・
二
、
墨
付
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き
九
一
丁
、
四
目
綴
じ
の
冊
子
。
如
松
が
丹
羽
家
系
譜
の
考
証
と
作
成
に
携
わ

っ
た
経
緯
を
詳
細
に
記
す
内
容
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
完
成
し
た
家
譜
の

清
書
は
も
ち
ろ
ん
、
両
家
で
や
り
と
り
し
た
書
簡
の
写
し
ま
で
を
も
含
む
。

 
以
下
、
主
に
こ
の
二
つ
の
資
料
を
利
用
し
て
家
譜
の
考
証
と
作
成
の
経
緯
を

追
い
た
い
。
そ
の
前
に
近
世
の
大
名
家
・
丹
羽
一
族
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て

お
く
。
丹
羽
家
十
一
代
氏
次
は
、
一
万
国
の
大
名
と
し
て
慶
長
五
年
、
三
河
国

伊
保
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
次
代
の
氏
信
は
二
万
石
に
加
増
さ
れ
、
寛
永
一
五
年
、

美
濃
国
岩
村
に
移
る
。
と
こ
ろ
が
一
六
代
氏
音
の
元
録
一
五
年
、
お
家
騒
動
の

た
め
越
後
国
高
柳
一
万
石
に
転
封
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
継
い
だ
薫
氏
は
器
量
者

で
、
結
果
、
寛
保
二
年
、
播
磨
国
三
草
を
与
え
ら
れ
る
。
以
後
、
丹
羽
家
は
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

万
石
の
大
名
・
三
草
藩
主
と
し
て
幕
末
に
至
る
。

 
こ
の
丹
羽
家
と
師
職
・
慶
徳
家
と
の
関
係
を
記
す
記
事
で
最
も
古
い
記
事
が
、

『
申
伝
』
の
冒
頭
に
載
っ
て
い
る
。
以
下
、
清
書
本
か
ら
、
そ
の
部
分
を
引
い

て
み
た
い
。
た
だ
し
読
み
の
便
宜
を
図
り
、
筆
者
の
判
断
で
適
宜
句
読
点
を
補

っ
た
。
ま
た
原
文
の
表
記
に
関
し
て
も
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え

た
り
、
漢
字
を
現
在
通
行
の
字
体
に
換
え
た
り
し
た
こ
と
を
、
注
記
し
て
お
く
。

、
御
先
三
浦
勝
様
御
代
、
尾
州
愛
智
郡
岩
崎
之
瓦
器
為
成
御
開
、
被
遊
勢

州
え
御
越
、
私
家
に
三
ヶ
年
御
蟄
居
被
為
成
御
座
候
由
。
此
時
国
々
騒
乱

故
、
御
家
之
御
系
図
、
私
先
祖
え
被
曝
置
御
預
、
御
意
に
者
、
若
自
然
見

事
も
有
之
候
者
、
御
子
孫
え
御
渡
し
申
上
客
積
に
被
為
仰
置
候
由
。
尤
此

御
系
図
之
御
本
国
者
被
為
成
手
随
身
、
御
先
祖
測
距
為
成
御
談
論
候
処
を

御
書
抜
被
為
仰
付
、
被
為
成
御
差
置
候
由
。
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丹
羽
氏
勝
は
、
丹
羽
姓
を
名
乗
っ
た
最
初
の
氏
明
か
ら
数
え
て
十
代
目
。
『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
大
永
三
年
生
、
慶
長
二
年
没
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
彼
が
伊
勢
に
「
蟄
居
」
し
た
理
由
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
か
。
岩
出
家
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
如
松
筆
写
文
書
群
の
う
ち
、
無
題
、
仮
綴
じ
の
冊
子
が
あ
る
。

冒
頭
に
「
伝
云
」
と
あ
る
の
で
、
仮
に
『
家
伝
』
と
名
付
け
て
お
く
。
こ
の
文

書
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
丹
羽
氏
が
領
し
て
い
た
岩
崎
城
は
、
尾
張
と
三
河
の
国

境
に
近
い
要
衝
で
あ
り
、
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
織
田
家
の
狙
う
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
た
。
以
下
は
、
文
書
か
ら
見
て
み
よ
う
。
句
読
点
と
濁
点
は
筆
者
に
よ

る
。

 
右
近
大
美
氏
勝
ハ
文
武
ノ
才
、
父
祖
ノ
箕
装
ヲ
継
デ
近
郷
ヲ
押
領
ア
レ
バ
、

織
田
信
定
入
道
月
並
斎
、
安
里
ラ
ズ
思
ヒ
テ
、
行
末
織
田
家
ノ
害
ト
や
成
ン

ト
慮
り
給
ケ
レ
バ
、
如
何
モ
シ
テ
是
ヲ
除
ン
事
ヲ
工
美
嚢
ケ
ル
ガ
（
中
略
。

織
田
は
無
血
開
城
を
迫
る
）
最
勝
、
思
慮
ニ
モ
及
バ
ズ
、
尤
ノ
御
使
、
無
理

母
御
責
晶
質
候
二
於
ハ
当
年
ヲ
枕
ト
シ
テ
討
死
モ
致
ス
ベ
ク
候
ヘ
ド
モ
、
礼

儀
ヲ
正
シ
ク
仰
越
サ
レ
食
事
二
候
ヘ
バ
、
近
辺
二
味
方
ト
テ
モ
無
ナ
レ
バ
、

出
城
致
シ
候
ハ
ン
ト
テ
、
終
二
城
ヲ
御
明
渡
サ
レ
ケ
ル
。
夫
ヨ
リ
父
氏
識
ト

ト
モ
ニ
京
都
二
選
ビ
給
ヒ
ケ
ル
ガ
、
最
勝
ハ
天
文
ノ
初
婚
勢
州
二
趣
キ
、
先

太
神
宮
二
詣
テ
開
運
ノ
立
願
ヲ
ナ
シ
、
御
師
慶
徳
藤
右
衛
門
大
夫
ノ
営
団
タ

ヨ
リ
給
ヘ
リ
。
此
御
師
ハ
尾
州
岩
崎
ノ
近
辺
数
十
箇
村
ノ
御
師
ナ
リ
ケ
レ
バ
、

年
来
ノ
即
身
ト
云
、
数
ナ
ラ
ヌ
長
袖
ノ
身
ヲ
頼
ミ
給
フ
御
志
ヲ
恭
憐
ミ
奉
り

テ
可
能
頼
レ
奉
り
ケ
ル
ガ
、
其
比
ハ
乱
世
ナ
レ
バ
、
諸
国
ノ
牢
人
御
師
ヲ
頼

ミ
テ
山
田
二
来
ル
事
彩
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
多
気
ノ
国
司
北
畠
氏
ノ
令
ト
シ
テ

是
ヲ
厳
シ
ク
制
セ
ラ
レ
ケ
ル
。
三
好
長
秀
兄
弟
ノ
討
レ
給
フ
モ
遠
カ
ラ
ネ
バ
、

（11）



深
ク
隠
シ
奉
り
テ
穴
蔵
ノ
有
ケ
ル
ニ
昼
ハ
忍
バ
シ
マ
シ
く
、
夜
通
密
二
出

シ
参
ラ
セ
テ
夫
婦
ト
モ
他
事
ナ
ク
仕
へ
煙
弾
奉
レ
リ
。
カ
ク
シ
テ
一
二
年
ヲ
ゾ

過
シ
給
ヒ
ケ
ル
ガ
…
…

 
す
な
わ
ち
、
丹
羽
家
と
慶
徳
家
と
の
師
檀
関
係
は
、
天
文
の
頃
す
で
に
存
在

し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
尾
張
を
追
わ
れ
た
丹
羽
家
当
主
を

か
く
ま
っ
た
の
が
、
一
般
的
な
師
檀
関
係
を
も
越
え
た
二
家
の
深
い
関
わ
り
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
重
要
な
の
は
、
慶
徳

家
の
先
祖
が
丹
羽
家
系
図
を
保
管
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
如
松
が
丹
羽
家
譜

を
調
査
・
考
証
し
た
理
由
は
、
一
に
、
こ
の
先
祖
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

 
『
家
伝
』
は
続
い
て
氏
識
・
氏
勝
父
子
と
織
田
信
長
と
の
争
闘
に
筆
を
さ
い

て
い
る
。
す
な
わ
ち
角
田
新
五
郎
な
る
人
物
が
信
長
の
弟
・
信
時
が
守
る
守
山

城
を
乗
っ
取
り
、
信
時
を
自
害
に
追
い
込
み
、
氏
勝
と
結
ん
で
織
田
に
反
抗
し

た
。
信
長
は
即
座
に
軍
を
差
し
向
け
た
が
、
迎
え
討
つ
氏
識
・
氏
勝
父
子
は
家

老
の
進
言
に
よ
り
、
横
山
と
い
う
地
の
林
中
に
待
ち
伏
せ
し
て
、
信
長
軍
を
敗

退
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
は
『
寛
政
重
量
諸
家
譜
』
に
あ
る
も
の
と
は
明

ら
か
に
異
な
る
。
『
諸
家
譜
』
は
、
藤
嶋
城
に
拠
る
庶
族
・
丹
羽
氏
秀
が
宗
家

に
そ
む
き
、
天
文
二
十
年
、
信
長
と
結
ん
で
岩
崎
を
攻
撃
し
た
折
に
横
山
の
戦

が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
播
磨
霞
草
丹
羽
家
譜
 
乾

坤
』
も
、
こ
れ
に
同
じ
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
『
家
伝
』
に
は
時
代
錯
誤
が
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
の
裏
表
紙
に
は
『
一
色
氏
私

考
』
の
反
古
が
使
わ
れ
て
い
る
。
『
一
色
氏
私
考
』
と
は
『
申
伝
』
な
ど
と
共

に
如
松
か
ら
丹
羽
家
に
提
出
さ
れ
た
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
家
伝
』

が
丹
羽
家
譜
考
証
の
際
に
書
か
れ
た
一
連
の
文
書
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
。
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
家
伝
と
は
丹
羽
家
の
伝
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら

く
丹
羽
家
か
ら
提
供
さ
れ
た
原
本
を
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で

参
考
資
料
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
錯
誤
が
あ
る
ぶ
ん
、
い
か
に
も
「
言
い

伝
え
」
な
の
だ
が
、
も
う
一
一
つ
だ
け
『
家
伝
』
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

 
横
山
で
信
長
に
勝
利
し
た
丹
羽
父
子
で
あ
る
が
、
里
勝
は
織
田
家
の
報
復
を

恐
れ
て
再
び
伊
勢
に
逃
れ
、
御
師
・
藤
大
矢
に
か
く
ま
わ
れ
た
。
こ
の
言
い
伝

え
ば
、
慶
徳
家
側
の
も
の
と
は
異
な
る
。
実
際
、
慶
徳
家
の
『
申
伝
』
を
見
て

み
る
と
、

 
 
一
 
又
氏
次
様
御
代
（
傍
注
”
是
も
氏
勝
様
御
代
共
申
候
）

と
御
不
快
に
振
興
成
御
座
候
に
付
、
岩
崎
之
城
壁
為
成
年
退
去
、

被
遊
御
越
、
私
家
に
三
十
日
斗
被
為
成
御
座
聖
誕
…

織
田
信
長
公

再
び
勢
州
え
 
幻

 
 
 
 
 
 
口

 
と
景
勝
の
子
・
氏
次
の
こ
と
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、

先
の
『
家
伝
』
の
記
述
が
丹
羽
家
に
採
用
さ
れ
た
。
氏
次
は
天
文
一
九
年
生
ま

れ
で
、
彼
が
一
九
歳
の
と
き
信
長
は
既
に
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
史
料
編
纂
所
蔵
『
丹
羽
家
譜
 
坤
』
の
「
丹
羽
氏
軍
功
録
」

に
は
里
勝
の
こ
と
と
し
て
載
る
。
い
い
添
え
て
お
け
ば
、
こ
の
「
軍
功
録
」
の

該
当
部
記
事
は
先
の
事
以
外
お
お
む
ね
『
申
伝
』
の
記
事
を
基
に
し
て
い
る
。

如
松
の
提
出
し
た
文
書
が
三
草
亀
の
家
譜
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
証
拠
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
氏
勝
が
再
起
を
図
る
と
こ
ろ
が
、
や
や
小
説
的
で
あ
る
。
『
申
伝
』

に
よ
れ
ば
、
第
一
次
伊
勢
潜
伏
の
折
は
、
藤
大
夫
が
一
族
五
十
人
程
を
集
め
、

自
ら
が
武
者
大
将
と
な
っ
て
氏
勝
を
吉
城
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、



第
二
次
潜
伏
の
際
も
、
先
例
に
任
せ
藤
大
夫
が
武
者
大
将
と
な
っ
て
、
こ
の
た

び
は
「
上
方
へ
御
供
」
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
軍
功
録
」
に
も
記
す
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
お
『
家
伝
』
は
や
や
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
過
ぎ
る
の
で
省
略
し
よ

、
つ
。

 
こ
の
よ
う
に
慶
徳
家
の
先
祖
は
、
丹
羽
家
当
主
の
命
の
恩
人
と
も
い
う
べ
き

役
割
を
演
じ
た
。
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
事
実
か
ど
う
か
は
知
り
が
た
い
が
、
全
く

の
作
り
事
で
な
か
っ
た
証
拠
に
は
、
慶
徳
家
は
丹
羽
家
よ
り
特
別
な
待
遇
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
を
『
申
伝
』
よ
り
挙
げ
よ
う
。

①
長
久
手
御
合
戦
半
時
、
私
先
祖
逃
馬
中
南
弥
十
郎
と
申
候
者
、
御
見
舞
に

 
岩
崎
え
参
居
申
候
処
、
合
戦
前
、
次
郎
三
郎
様
、
罷
帰
り
候
様
、
達
而
被
仰

 
聞
候
得
共
、
逃
帰
り
申
候
者
叔
父
如
何
可
申
候
半
と
て
、
召
連
候
家
来
斗
帰

 
し
申
候
而
留
り
居
、
次
郎
三
郎
様
御
供
申
候
而
討
死
仕
候
由
。

②
御
神
領
百
分
一
之
御
墨
附
を
氏
次
様
五
千
石
に
而
関
東
え
御
引
移
り
被
為

 
成
心
時
拝
領
仕
候
由
申
伝
置
捨

 
注
：
こ
の
墨
付
は
如
松
代
ま
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
内

 
 
容
は
、
岩
出
家
蔵
『
丹
羽
様
江
願
出
候
覚
書
』
と
い
う
文
書
に
記
さ
れ
る
。

 
こ
こ
に
掲
げ
る
と
、

 
 
 
 
伊
勢
江
御
寄

 
 
 
 
進
之
事
勘
助

 
 
 
 
知
行
分
に
て

 
 
 
 
百
分
之
一
之
御

 
 
 
 
寄
進
也

天
正
十
八

丹
羽
半
左
衛
門
判

慶
徳
如
松
・
麗
女
失
婦
と
丹
羽
家

1

 
 
 
 
 
 
八
月
廿
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鈴
（
木
ヲ
欠
ク
）
吉
兵
衛
判

 
 
 
 
御
師

 
 
 
 
慶
徳
左
三
殿
 
 
 
 
 
丹
羽
平
左
衛
門
判

 
 
 
 
 
 
ま
い
る

 
 
 
③
下
伊
保
村
荘
老
人
、
私
（
筆
者
注
；
如
松
の
事
）
へ
申
聞
候
者
…
…

 
 
 
 
昔
之
御
領
主
丹
羽
様
、
藤
大
夫
が
旦
家
に
相
成
候
得
と
野
壷
付
鼻
而

 
 
 
 
御
漁
家
に
相
成
申
候
。
定
現
今
も
二
百
石
御
頂
戴
可
被
成
候
。

 
 
 
 
注
：
こ
れ
は
慶
長
五
年
冬
、
氏
次
が
伊
保
一
万
石
を
与
え
ら
れ
た
と

 
 
 
 
き
に
慶
徳
家
が
檀
家
を
開
拓
し
た
こ
と
を
示
す
。
な
お
こ
の
記
事
に

 
 
 
 
い
う
伊
保
に
赴
い
た
時
と
は
明
和
三
年
の
こ
と
。

 
 
 
④
岩
村
御
在
城
之
節
者
、
私
先
祖
士
町
に
屋
敷
拝
領
仕
候
而
毎
度
御

 
 
 
 
機
嫌
窺
に
参
上
仕
候
業
者
、
滞
留
中
七
人
扶
持
拝
領
仕
候
由
…
…
…

 
 
 
 
又
江
戸
御
表
え
手
代
差
置
候
節
、
御
長
屋
に
被
差
置
被
下
候
由
。

 
 
 
 
注
：
寛
永
十
五
年
、
十
二
代
目
氏
信
が
美
濃
岩
村
二
万
石
を
拝
領
し

 
 
 
 
た
折
の
こ
と
。

 
 
 
⑤
私
家
槍
御
免
に
御
座
候
由
、
近
き
比
ま
で
御
槍
印
御
座
候
処
、
明

 
 
 
 
和
元
年
之
類
焼
に
焼
失
仕
候
。

 
以
上
の
よ
う
な
待
遇
に
つ
い
て
、
先
の
「
軍
功
録
」
は
「
慶
徳
藤
大
夫
至
子

今
世
世
処
置
準
丹
羽
氏
之
家
臣
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
師
職
が
受

け
た
待
遇
と
し
て
過
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
二
型
家
は
家
領
を
も
た
な

い
。
だ
が
、
『
宇
治
山
田
市
史
』
（
昭
和
四
年
 
宇
治
山
田
市
役
所
。
上
巻
の
「
師

職
篇
」
の
頃
）
に
よ
れ
ば
、
徳
川
家
を
檀
家
に
も
つ
春
木
家
は
八
百
石
、
山
本

家
は
二
百
石
の
家
領
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
彼
等
は
三
方
と
い
う
特
別
な
地

（13）



位
の
師
職
で
あ
り
、
待
遇
の
良
さ
に
お
い
て
慶
徳
家
が
か
な
う
べ
く
も
な
い
。

ま
た
慶
徳
家
の
場
合
、
徳
川
時
代
に
入
っ
て
な
お
天
正
期
に
受
け
た
墨
付
に
効

力
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
実
際
、
如
松
が
経
済
的
危
機
を
迎
え
た
お
り
、

あ
ら
た
め
て
墨
付
き
を
持
ち
出
し
て
丹
羽
家
に
合
力
を
依
頼
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
領
地
寄
進
の
契
約
は
と
く
に
有
名
無
実
化
し
て
い
た
証
左
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
大
体
、
丹
羽
家
も
一
万
石
と
い
う
小
さ
な
大
名
で
あ
る
か
ら
、
待
遇
を
良

く
す
る
と
い
っ
て
も
経
済
的
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
家
臣
に
準
じ
て
扱
う

と
い
う
の
は
、
や
は
り
特
別
な
家
同
志
の
結
び
付
き
を
前
提
に
し
て
、
は
じ
め

て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

2

慶
徳
家
の
経
済
的
危
機

 
前
節
で
は
、
慶
徳
家
が
丹
羽
家
の
危
機
を
救
う
の
に
一
役
買
っ
た
言
い
伝
え

を
紹
介
し
た
。
そ
の
結
果
、
慶
徳
家
は
一
定
の
経
済
的
ゆ
と
り
を
も
つ
に
至
っ

た
ら
し
い
。
岩
出
家
蔵
『
丹
羽
様
々
願
出
候
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
丹
羽
家
が
岩

村
を
領
し
て
い
た
こ
ろ
の
慶
徳
家
当
主
・
家
起
（
甫
久
）
は
、
二
百
石
の
扶
持

を
受
け
て
い
た
上
に
、
丹
羽
家
家
臣
た
ち
か
ら
の
初
蝉
が
あ
り
、
岩
村
は
じ
め

檀
家
が
多
く
、
暮
ら
し
に
不
自
由
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
家
起
は
経
済
的
余
裕

に
油
断
し
た
か
、
茶
の
湯
に
凝
り
は
じ
め
、
「
和
泉
、
美
濃
、
三
河
の
檀
家
を
他

家
に
譲
渡
す
る
仕
儀
に
至
っ
た
。
あ
と
は
大
檀
家
の
丹
羽
家
の
ほ
か
、
村
落
の

檀
家
が
少
々
残
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
慶
徳
家
の
凋
落
が
始
ま
る
。

 
 
 
越
後
高
柳
へ
御
国
替
被
為
成
、
其
内
に
甫
久
も
相
果
申
候
由
。
甫
久
妾

 
 
の
里
の
子
を
養
子
に
致
、
．
藤
大
夫
と
申
、
一
年
斗
相
勤
皇
居
中
候
由
。
其

 
 
も
程
な
く
相
果
、
此
節
既
に
絶
家
可
二
重
処
、
聖
篭
大
夫
家
を
続
被
申
、

 
 
持
参
物
と
し
て
江
戸
旦
家
五
百
軒
、
其
外
自
分
之
金
子
五
六
十
両
を
打
込

 
 
被
申
、
彼
是
と
削
正
申
候
。
尤
此
節
者
榊
原
様
播
州
姫
路
二
御
在
城
章
節

 
 
・
に
而
、
此
御
家
中
に
家
老
衆
を
始
、
三
百
軒
ほ
ど
墨
家
在
之
。
何
れ
も
甚

 
 
懇
意
に
御
座
候
上
、
御
初
尾
高
も
多
御
座
候
に
付
、
身
上
を
相
助
罷
在
候

 
 
処
、
是
も
御
国
替
に
て
越
後
高
田
へ
御
引
越
行
為
成
候
而
只
今
に
而
は

 
 
中
々
却
而
損
料
之
在
之
と
申
程
申
事
に
御
座
候
。

 
引
用
冒
頭
の
丹
羽
家
高
柳
転
封
は
、
俗
に
岩
村
騒
動
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
き

っ
か
け
で
あ
っ
た
。
藩
の
財
政
難
を
救
う
人
材
と
し
て
用
人
か
ら
抜
擢
さ
れ
た

山
村
瀬
兵
衛
の
出
頭
ぶ
り
が
、
藩
内
に
軋
礫
を
生
み
、
蔵
元
商
人
と
農
民
と
の

ト
ラ
ブ
ル
を
…
機
に
、
反
山
村
派
が
瀬
兵
衛
失
墜
を
企
て
た
。
あ
ら
ぬ
嫌
疑
を
被

り
藩
を
出
た
瀬
兵
衛
は
幕
府
評
定
所
に
訴
え
る
。
結
果
、
裁
き
が
は
じ
ま
り
、

反
山
村
派
の
陰
謀
が
露
見
、
一
派
は
厳
し
い
裁
き
を
受
け
た
。
藩
主
氏
音
も
、

騒
ぎ
の
責
任
を
問
わ
れ
、
転
封
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
（
注
4
）
と
同
書
に
よ
る
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ら
 

 
次
に
家
起
を
継
い
だ
藤
大
美
に
つ
い
て
。
慶
徳
家
系
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人

物
は
家
政
と
い
う
。
実
は
谷
主
殿
の
三
男
で
あ
る
。
母
は
家
起
の
後
妻
。
享
保

三
年
二
月
十
三
日
に
没
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
陣
起
の
没
年
は
正
徳
三
年
八
月

で
、
そ
の
五
年
後
に
家
政
は
没
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
『
覚
書
』
に
よ
れ

ば
一
年
ほ
ど
し
か
御
師
職
を
勤
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
神
宮
文
庫
に
残
る
聖
職

帳
で
、
正
徳
元
年
の
も
の
に
は
粗
起
の
名
が
あ
り
、
同
五
年
の
も
の
で
は
、
次

代
の
武
遇
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
家
政
は
恐
ら
く
正
徳
三
、
四
年
の
う
ち
に

藤
大
夫
と
し
て
糞
蝿
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
を
継
い
だ
の
が
武
遇
で
、
文
中
「
故
藤
大
夫
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

人
は
荒
木
田
賢
女
の
叔
父
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
武
士
は
姫
路
榊
原
と
い
う

大
檀
家
を
抱
え
て
い
た
が
、
運
悪
く
榊
原
も
越
後
に
移
さ
れ
た
。
丹
羽
・
榊
原

（14）



両
檀
家
と
も
に
越
後
に
移
っ
た
わ
け
で
、
往
復
の
交
通
費
な
ど
で
コ
ス
ト
が
か

か
り
、
赤
字
が
出
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
越
後
ま
で
出
か

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
檀
家
と
御
師
の
関
係
は
、
御
師
に
と
っ
て
一
種
の

権
利
で
あ
り
、
そ
れ
を
譲
渡
ま
た
は
売
買
し
な
け
れ
ば
、
勝
手
に
新
し
い
檀
家

の
も
と
に
出
入
り
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
和
泉
、
美
濃
、
三
河
三
国
の
檀
家

を
売
っ
た
慶
徳
家
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
大
檀
家
と
の
関
係
は
、
そ
れ
が
一
番

の
経
済
的
支
柱
で
あ
る
だ
け
に
、
簡
単
に
解
消
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
赤
字

が
出
る
と
あ
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
。

 
そ
こ
に
太
々
神
楽
が
三
つ
重
な
る
と
い
う
幸
運
が
も
た
ら
さ
れ
、
五
、
六
十

両
の
金
が
で
き
た
。
そ
こ
で
武
遇
は
家
鼠
が
手
放
し
た
和
泉
国
の
檀
家
を
買
い

戻
そ
う
と
計
画
す
る
。
こ
れ
に
は
三
百
両
ほ
ど
の
金
が
か
か
る
か
ら
、
江
戸
、

大
坂
、
堺
の
有
徳
な
檀
家
に
融
通
を
頼
み
、
結
果
百
五
、
六
十
両
の
金
が
用
意

で
き
た
。
し
か
し
計
画
は
は
か
ど
ら
な
い
う
ち
に
頓
挫
し
、
結
局
借
財
が
多
く

・
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
養
子
に
入
っ
た
の
が
、
麗
女
の
矢
・
如
松
で

あ
る
。
彼
は
百
両
の
持
参
金
を
借
財
の
返
済
や
武
遇
の
養
生
料
に
あ
て
、
十
年

ほ
ど
で
使
い
切
る
。
そ
の
果
て
に
疲
れ
き
っ
た
如
松
は
病
に
ふ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
こ
ろ
丹
羽
家
は
既
に
播
州
三
草
藩
主
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
。
如
松

は
最
後
の
手
段
と
し
て
、
丹
羽
家
に
合
力
を
依
頼
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
時

に
明
和
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。

 
如
松
は
妻
の
賢
女
を
伴
い
大
坂
に
出
て
、
一
年
半
に
わ
た
っ
て
丹
羽
家
に
運

動
を
続
け
る
。
以
上
は
全
て
『
願
出
候
覚
書
』
に
よ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
離
れ
る
か
ら
、
省
略
に
従
お
う
。
こ
こ

で
は
明
和
二
年
十
一
月
に
何
と
か
解
決
が
つ
き
、
夫
婦
が
伊
勢
へ
帰
郷
し
た
事

実
を
記
す
に
と
ど
め
た
い
。

慶
徳
如
松
・
麗
女
美
婦
と
丹
羽
家

1

 
こ
の
一
件
で
、
両
家
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
当
主
氏
栄
は
大
坂
城
定
番
に
赴
任
し
て
早
々
で
、
多
忙
な
折
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
承
知
で
、
如
松
た
ち
が
大
坂
に
や
っ
て
き
た
こ
と
自
体
、
彼
等
が
丹
羽

家
と
の
関
係
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
甚
大
、
丹
羽
家
が
最
後
の
頼
み
の
綱
で
あ
っ

た
証
拠
と
い
え
る
。
如
松
は
最
初
丹
羽
家
に
提
出
し
た
願
書
に
お
い
て
、
両
家

の
特
別
な
関
係
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
事
が
は
か
ど

ら
な
い
と
み
る
と
、
天
正
期
の
墨
付
き
な
ど
両
家
の
良
好
な
関
係
を
示
す
資
料

を
持
ち
出
し
て
く
る
。
明
和
二
年
九
月
二
十
二
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
如
松
は
、

い
せ
中
西
平
馬
へ
御
系
図
御
墨
付
な
ど
預
ケ
置
候
処
、
登
時
に
も
相
成
、

別
而
当
期
は
他
行
致
毒
心
問
、
私
へ
右
百
世
書
物
共
可
玉
繭
前
置
、
罷
下

り
候
様
に
申
立
候
：
・

 
と
の
こ
と
を
丹
羽
家
用
人
衆
に
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
も
自
家
が
丹
羽
家
と
深

い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
手
立
て
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
目
論
見
は
確
か
に
丹
羽
家
を
動
か
し
た
の
で
あ
っ
て
、
慶
徳
家
の
経
済
的

危
地
か
ら
の
脱
出
は
、
そ
の
家
の
存
続
を
可
能
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
両
家

の
関
係
を
確
認
し
あ
う
と
い
う
大
き
な
意
味
を
も
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
如
松
は
家
の
再
建
に
目
途
が
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
翌
年
、
明
和
三
年
に
、

美
濃
国
岩
村
、
尾
張
国
岩
崎
、
三
河
国
伊
保
の
檀
家
を
廻
っ
た
際
、
城
跡
な
ど

を
調
査
し
て
い
る
。
以
下
岩
村
と
岩
崎
の
踏
査
に
関
す
る
『
申
伝
』
の
文
。

 
①
明
和
三
年
、
私
、
岩
村
へ
参
候
節
、
御
城
山
之
頂
に
薬
師
寺
と
申
寺
御

 
 
座
候
。
そ
れ
へ
も
参
申
候
。
元
来
此
御
覇
者
洞
ヶ
城
共
遠
山
之
城
南
胃
管

 
 
由
。
遠
山
氏
は
中
古
美
濃
半
国
を
領
し
居
被
申
候
由
。
山
城
に
而
御
座
候
。
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城
主
之
御
屋
敷
者
麓
に
て
、
、
そ
れ
に
露
橋
入
線
由
。
絶
頂
ま
で
は
凡
拾
丁

 
 
斗
も
在
之
候
様
に
覚
申
候
。

②
古
城
山
え
；
二
町
登
り
見
申
候
処
、
山
之
尾
前
を
四
五
丈
谷
之
如
く
堀

 
 
切
、
本
丸
二
の
丸
に
仕
候
而
、
昔
は
橋
を
か
け
、
往
来
仕
暴
論
、
此
村
之

 
 
老
人
申
聞
候
…
…
又
当
事
に
妙
仙
寺
と
申
候
寺
御
座
候
。
寺
中
な
ど
も
在

 
 
之
寺
に
御
座
候
。
御
先
祖
様
御
墳
墓
之
御
石
塔
之
皇
に
御
紋
之
虚
妄
彫
付

 
 
御
座
候
。

 
伊
保
に
行
っ
た
折
の
記
事
は
第
一
節
の
引
用
③
を
参
照
さ
れ
た
い
。
先
ほ
ど
、

家
起
の
代
に
美
濃
、
三
河
の
檀
家
を
売
り
渡
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
慶
徳
家

は
丹
羽
家
旧
知
行
地
に
ま
だ
檀
家
を
抱
え
て
は
い
た
。
た
と
え
ば
岩
村
乗
政
客
、

岩
崎
妙
仙
寺
は
古
く
か
ら
慶
徳
家
の
檀
家
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
如
松
は
、
こ

れ
ら
の
地
を
調
査
す
る
…
機
会
が
今
ま
で
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
明

和
三
年
と
い
う
年
に
行
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
意
味
が
あ
ろ
う
。
手
代
に
赴
か

せ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
を
自
ら
出
向
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
如
松
に
は
自
ら
の
足

で
丹
羽
家
と
歩
ん
だ
歴
史
を
た
ど
り
な
お
す
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
絶

家
の
危
機
を
救
わ
れ
た
感
謝
の
念
が
、
彼
に
そ
う
い
っ
た
意
識
を
芽
生
え
さ
せ

た
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
調
査
は
あ
く
ま
で
檀
家
廻

り
の
…
機
を
と
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
調
査
そ
の
も
の
が
中
部
地
方
廻
り
の
目

的
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
丹
羽
家
譜
の
考
証
が
始
ま

る
わ
け
で
は
な
い
。
如
松
が
丹
羽
家
譜
の
考
証
に
携
わ
る
ま
で
、
さ
ら
に
一
八

年
を
要
す
る
。
そ
の
間
の
注
目
す
べ
き
記
事
は
、
丹
羽
氏
勝
を
か
く
ま
っ
た
穴

蔵
を
修
復
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
申
伝
』
に
よ
る
と
、
・

右
之
穴
蔵
只
今
に
御
座
候
。
御
開
運
四
穴
蔵
之
由
申
伝
候
而
若
退
転
之
時

も
接
壌
候
者
御
屋
舗
様
江
御
願
申
上
候
様
申
伝
候
に
付
、

破
損
仕
候
故
、
御
願
申
上
、
修
覆
金
拝
領
仕
候
。

去
る
安
永
七
年

 
穴
が
丹
羽
家
に
と
っ
て
、
一
種
の
縁
起
物
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
里
勝
潜
伏
の
言
い
伝
え
ば
小
説
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で

事
実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
両
家
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
、
言

い
伝
え
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
を
保
存
し
た
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
慶

徳
家
へ
の
経
済
的
援
助
の
の
ち
、
両
家
の
問
に
大
き
な
動
き
が
あ
る
ま
で
長
い

期
間
を
置
く
が
、
そ
の
間
に
も
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
動
き
は
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

 
後
年
、
丹
羽
家
の
方
か
ら
、
両
家
の
特
別
な
関
係
を
持
ち
出
し
、
慶
徳
家
に
 
的

系
譜
の
考
証
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
裏
付
け
と
な
る
両
家
の
関
係
を
、
 
口

戦
国
時
代
か
ら
順
に
た
ど
っ
て
き
た
。
次
号
で
は
、
如
松
に
よ
る
丹
羽
氏
系
図

考
証
の
経
緯
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
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5 4 3 2 1
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松
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昭
5
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『
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州
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（
立
移
転
）
』
吉
田
省
三
播
州
三
草
戸
史
刊
行
会
昭
5
9

系
図
、
伝
記
研
究
は
既
に
伊
豆
野
タ
ツ
氏
の
調
査
が
あ
る
。
「
実
践
女

子
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
1
3
集
掲
載
「
荒
木
田
麗
再
呈
の
研
究
」
（
昭

45
N
1
2
月
）
を
参
照



 
資
料
の
閲
覧
に
快
く
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た

 
安
井
家

 
岩
出
家

 
丹
羽
家
（
兵
庫
県
）

 
丹
羽
家
（
埼
玉
県
）

 
に
対
し
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

 
こ
れ
は
御
四
家
の
お
力
添
え
あ
っ
て
こ
そ
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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慶
徳
如
松
・
麗
女
美
婦
と
丹
羽
家
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